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１ 新規・拡充事業の内容等について（平成１５～２１年度当初予算） 

事 業 

内 容 

こども医療費 

助成 

特定不妊治療費 

助成 

妊婦一般健康 

診査費助成 

高齢者外出 

支援事業 

従 前 の 

内 容 
就学前まで  上限 2 回 75 歳以上 

拡 充 

内 容 

○18 年度【拡充】 

小学校3年生まで 

○20 年度【拡充】 

小学校6年生まで 

○16年度【新設】 

年1回上限10万円/回

○19年度【拡充】 

年1回上限20万円/回

○20年度【拡充】 

年2回上限20万円/回

○21年度【拡充】 

年2回上限25万円/回

○19 年度【拡充】 

上限 5 回 

○20 年度【拡充】 

上限 12 回 

○21 年度【拡充】 

上限 14 回 

○20 年度【拡充】 

70 歳以上 

予 算 の 

拡 充 
2,788,007 千円 197,192 千円 606,600 千円 35,097 千円 

⇒ ４事業で３６億２７００万円の拡充 

 

 

２ 扶助費の構成について（平成２２年度当初予算） 

児童
20,050
53.3％

生活保護
11,077
29.4％

障がい
5,875
15.6％

＊１ 

198 

0.5％ 

その他（教育，医療など）

439 

1.2％ 

うち，扶助費 
37,639百万円 
（20.8％） 

当初予算 
181,220 百万円 

 老人 ＊２

 

 

 

 

 

 

 
   ＊１ こども医療費助成（１，８０８，３９２千円）を含む。 

＊２ 介護保険特別会計（２１，５４４，２１１千円）は含まない。 

 

 



３ 生活保護費の不正受給について 

⑴ 過去５年間の不正受給の認知件数 

年度 件  数 金  額 

平成１７年度 １０４件 約６７，０００千円 

平成１８年度 １１３件 約６６，０００千円 

平成１９年度 １３３件 約６４，０００千円 

平成２０年度 １１４件 約５９，０００千円 

平成２１年度 １６３件 約７１，０００千円 

 

⑵ 不正受給の内容（平成２１年度実績） 

内  容 件  数 

就労収入の無申告，過小申告 １０２件  

各種年金及び児童扶養手当など福祉各法に

基づく給付の無申告 
３２件  

一時扶助費等の不正受給 １２件  

居住実態がないなどの虚偽申告 ６件  

その他 １１件  

計 １６３件  

 

⑶ 生活保護費の不正受給防止の取組 

・ 受給者ごとの処遇方針に基づき，ケースワーカー（職員）が，定期的

に（必要に応じて随時）各受給者を訪問，面談し，申請内容や収入の   

実態を把握している。 

・ また，未申告の就労収入，年金収入等の発見するため，全受給者を対

象に，毎年度，課税調査を実施している。 

（必要に応じて，勤務先等の関係先調査や，金融機関，生命保険会社の  

預貯金調査等も実施） 

・ 発覚した不正受給者に対しては，原則として，一括での返還を求めて

いる。 

（ただし，一括での返納が困難と認められた場合には，分納も可） 


